
 

 

 

 

 

 

● 持ち込み可能な曜日は 

毎週 水・木・金 曜日（祝祭日は除く） 
 

●持ち込み可能な時間は １０：００～１２：００ 

            １３：００～１６：３０ 

●申込先 環境衛生課    ℡：０７３５－３３－０３３８ 

●申込方法 『持ち込み申込書』を記入の上、環境衛生課にて申し込みください。 

●持込先 紀宝町リサイクルセンター （紀宝町井内４０９番地２４） 

 
 
 
 
 

１、紀宝町内の一般家庭からでる粗大ごみ・資源ごみに限ります。 

（事業系及び産業廃棄物は受入できません。） 

２、建築廃材や農薬等危険物の受け入れはできません。 

（農薬等の容器、ガスボンベ等、オートバイ、大型エンジン付き農機具、畳、古タイヤ、バッ

テリー、消火器、建築廃材｛木材・瓦・コンクリート片・タイル・ブロックなど｝） 

３、家電リサイクル対象品（テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫）を申し込

む場合は、（事前に郵便局でリサイクル券を購入し持ち込みの際に 1 台１，３００円の収集運

搬料と共に持参してください。） 

［参考］家電製品協会家電リサイクル券センターＨＰ（https://www.rkc.aeha.or.jp/） 

※ 直接、指定引取場所（熊野小型運送・佐川急便新宮店）に持ち込む際には、郵便局で

リサイクル券を購入するだけで、収集運搬料（１，３００円）は必要ありませんが、

指定運送会社が決まっていますので、環境衛生課へお問い合わせください。 

４、資源ごみの持ち込みの際には、町の分別方法に従って分別をした状態で持ち込んでください。 

５、パソコンは受け入れできません。ＰＣリサイクル法によりメーカーの指示に従って処理してく

ださい。 

［参考］パソコン３Ｒ推進センターＨＰ（https://www.pc3r.jp/home/） 

６、持ち込み時間を厳守してください。（受付済みの申込書をご持参ください） 

７、申し込み以外の物は、受け入れできませんので全て記入してください。 

 

リサイクルセンターへの搬入の際には、計量等がございますので職員の指示に従ってください。 

注 意 事 項 

※第５週目については受け入れできません。 


